
      

介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開（見える化要件） 

 

グループホーム和みでは、令和７年度４月１日より、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を算定

することとなりました。加算を算定するにあたり、職場環境要件項目を一定数満たしている

必要があり、且つ取り組み内容を公表することが義務づけられております。 

（ただし、介護人材確保・職場環境改善補助金の要件を満たしており、補助金を申請予定又

は申請済みの場合、令和７年度中の職場環境等要件の適用が猶予される） 

 つきましては、要件に基づいた当ホームでの具体的な取り組みにつきまして、以下の通り

公表いたします。 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ要件 ：以下区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３

つ以上）取組んでいる（取組んでいる項目のみ記載） 

区分 職場環境要件項目 当ホームとしての取組 

入職促進に向

けた取組 

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育

成方針・その実現のための施策・仕組みなど

の明確化 

理念やケア方針は日頃スタ

ッフ間で共有し、職員会議で

も毎回社長と全スタッフで

理念の確認を行っている 

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、

経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採

用の仕組みの構築（採用の実績でも可） 

年齢、経験を問わず幅広い採

用を行っている 

資質の向上や

キャリアアッ

プに向けた支

援 

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課

との連動 

各々研修を受講しながらキ

ャリアアップに努め、人事考

課と連動するようキャリア

段位制度を運用している 

上位者・担当者等によるキャリア面談など、

キャリアアップ・働き方等に関する定期的な

相談の機会の確保 

年に１回社長との個人面談

を行い、必要に応じて都度上

位者との面談を設けながら

キャリアに関するアドバイ

スを行っている 

 



区分 職場環境要件項目 当ホームとしての取組 

両立支援・多

様な働き方

の推進 

 

子育てや家族などと仕事の両立を目指すため

の休業制度の充実事業所内託児施設の整備 

子育て中の職員に対する

働き方や休暇の取りやす

い環境に配慮している 

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短

時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した

非正規職員から正規職員への転換の制度等の

整備 

各々の事情に応じた勤務

シフトの作成を行ってい

る。また働きやすい時間

帯の希望に応じた勤務時

間の設定にも対応してい

る 

有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識づくりの

ため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上

の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以

上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的に

確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを

行っている 

年間を通して有給休暇が

取得しやすいよう配慮

し、上司から積極的に職

員への取得を促している 

腰痛を含む

心身の健康

管理 

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術

の習得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管

理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 

内外部研修にて、介護技

術の習得及び質の向上を

目指せるよう研修参加を

促している。また管理者

も積極的に雇用管理改善

に向けた研修等に参加す

るよう努めている 

 

 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等

の体制の整備 

各種事故対応マニュアル

や委員会を整備し、事故

の予防に繋げている 

 



区分 職場環境要件項目 当ホームとしての取組 

生産性向上

のための取

組 

厚生労働省が示している「生産性向上ガイドラ

イン」に基づき、業務改善活動の体制構築（委

員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の

研修会の活用等）を行っている 

生産性向上委員会を立ち

上げ、３ケ月に一度委員

会を開催し、ホームにと

って必要な ICT 機器の導

入の相談や、業務の効率

化について都度議論して

いる。また外部研修での

知識習得にも努めている 

５S 活動（業務管理の手法の 1 つ。整理・整頓・

清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実

践による職場環境の整備を行っている 

基本的に毎日行っている 

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等

による情報共有や作業負担の軽減を行ってい

る 

 

業務手順書を作成してお

り、新人職員に限らず全

スタッフで共有しながら

申し送りノートや、口頭

での情報共有等日常的に

行っており、作業負担軽

減に繋げている 

やりがい・働

きがいの醸

成 

ミーティング等による職場内コミュニケーシ

ョンの円滑化による個々の介護職員の気づき

を踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

朝礼や申し送りでの情報

共有、全体会議、棟会議等

の実施でケア内容の改善

を図っている 

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の

理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

カンファレンスや各委員

会を通じて学ぶ機会を提

供している 

見える化要件【処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ】 

ホームペー

ジへの掲載 

 職場環境等要件２８項目のうち、実施する取組項目の「介護サービ

ス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択 

〇 
職場環境等要件の２８項目のうち、実施する取組項目の自社のホー

ムページへの掲載 


